
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号

公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
と
は
、
公
衆
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
外
国
政
府
等
（
外
国
の
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
国
際
機
関
を
い
う
。
）
を
脅
迫
す
る
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
犯
罪
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
　
人
を
殺
害
し
、
若
し
く
は
凶
器
の
使
用
そ
の
他
人
の
身
体
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
そ
の
身
体
を
傷
害
し
、
又
は
人
を
略
取
し
、
若
し
く
は
誘
拐
し
、
若
し
く
は
人
質
に
す
る
行
為

二
　
航
空
機
又
は
船
舶
に
係
る
次
に
掲
げ
る
行
為

イ
　
航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
、
転
覆
さ
せ
、
若
し
く
は
覆
没
さ
せ
、
又
は
そ
の
航
行
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為

ロ
　
航
行
中
の
船
舶
を
沈
没
さ
せ
、
若
し
く
は
転
覆
さ
せ
、
又
は
そ
の
航
行
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為

ハ
　
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
を
用
い
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
人
を
抵
抗
不
能
の
状
態
に
陥
れ
て
、
航
行
中
の
航
空
機
若
し
く
は
船
舶
を
強
取
し
、
又
は
ほ
し
い
ま
ま
に
そ
の
運
航
を
支
配
す
る
行
為

ニ
　
爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
、
放
火
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
航
空
機
若
し
く
は
船
舶
を
破
壊
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
重
大
な
損
傷
を
与
え
る
行
為

三
　
爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
、
放
火
し
、
又
は
そ
の
他
次
に
掲
げ
る
も
の
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
破
壊
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
重
大
な
損
傷
を
与
え
る
行
為

イ
　
電
車
、
自
動
車
そ
の
他
の
人
若
し
く
は
物
の
運
送
に
用
い
る
車
両
で
あ
っ
て
、
公
用
若
し
く
は
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
も
の
又
は
そ
の
運
行
の
用
に
供
す
る
施
設
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
道
路
、
公
園
、
駅
そ
の
他
の
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
施
設

ハ
　
電
気
若
し
く
は
ガ
ス
を
供
給
す
る
た
め
の
施
設
、
水
道
施
設
若
し
く
は
下
水
道
施
設
又
は
電
気
通
信
を
行
う
た
め
の
施
設
で
あ
っ
て
、
公
用
又
は
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
も
の

ニ
　
石
油
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
、
石
炭
又
は
核
燃
料
で
あ
る
物
質
若
し
く
は
そ
の
原
料
と
な
る
物
質
を
生
産
し
、
精
製
そ
の
他
の
燃
料
と
す
る
た
め
の
処
理
を
し
、
輸
送
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
た
め
の
施
設

ホ
　
建
造
物
（
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
犯
罪
行
為
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
犯
罪
行
為
を
い
う
。

一
　
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
（
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
（
外
交
官
を
含
む
。
）
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
第
一
条
１
に
規
定
す
る
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
殺
害

し
、
若
し
く
は
凶
器
の
使
用
そ
の
他
そ
の
身
体
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
そ
の
身
体
を
傷
害
し
、
又
は
そ
の
者
を
略
取
し
、
若
し
く
は
誘
拐
し
、
若
し
く
は
人
質
に
す
る
行
為

二
　
人
を
殺
害
し
、
又
は
凶
器
の
使
用
そ
の
他
人
の
身
体
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
そ
の
身
体
を
傷
害
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
航
行
中
の
民
間
航
空
機
（
民
間
航
空
の
用
に
供
す
る
航
空
機
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
の
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
民
間
航
空
機
の
安
全
な
航
行
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
航
行
中
の
民
間
船
舶
（
公
用
に
供
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
の
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
民
間
船
舶
の
安
全
な
航
行
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
国
際
空
港
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
国
際
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
飛
行
場
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
飛
行
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
及
び
第
八
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
国
際
空
港
に
お
け
る
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
大
陸
棚
に
所
在
す
る
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行
為
の
防
止
に
関
す
る
議
定
書
第
一
条
３
に
規
定
す
る
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
ニ
及
び
第
十
号

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
公
共
施
設
等
（
前
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
同
号
ホ
に
掲
げ
る
も
の
（
公
用
又
は
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
人
若
し
く
は
物
の
運
送
に
用
い
る
航
空
機
若
し
く
は
船
舶
で
あ
っ
て
公
用
若
し

く
は
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
人
を
殺
害
し
、
又
は
人
の
身
体
を
傷
害
す
る
行
為
（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
る
方
法

ロ
　
火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
火
炎
び
ん
を
使
用
す
る
方
法

ハ
　
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
物
兵
器
又
は
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
毒
素
兵
器
を
使
用
し
て
、
当
該
生
物
兵
器
又
は
当
該
毒
素
兵
器
に
充
塡
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
物
剤
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
毒
素
を
発
散
さ
せ
る
方
法

ニ
　
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
化
学
兵
器
を
使
用
し
て
、
当
該
化
学
兵
器
に
充
塡
さ
れ
、
又
は
当
該
化
学
兵
器
の
内
部
で
生
成
さ

れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
性
物
質
又
は
こ
れ
と
同
等
の
毒
性
を
有
す
る
物
質
を
発
散
さ
せ
る
方
法

ホ
　
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
リ
ン
等
を
発
散
さ
せ
る
方
法

四
　
放
射
線
を
発
散
さ
せ
る
等
の
方
法
（
放
射
性
物
質
（
放
射
線
を
発
散
さ
せ
て
人
の
生
命
等
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質

を
い
う
。
）
を
み
だ
り
に
取
り
扱
う
こ
と
若
し
く
は
原
子
核
分
裂
等
装
置
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
核
分
裂
等
装
置
を
い
う
。
）
を
み
だ
り
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
そ
の
他
不
当
な
方
法
で
、
核
燃
料
物
質
（
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
を
い
う
。
）
の
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
又
は
放
射
線
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。
）
を
発
散
さ
せ
る
方
法
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
人

を
殺
害
し
、
又
は
人
の
身
体
を
傷
害
す
る
行
為
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
の
用
に
供
す
る
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
も
の
に
関
し
て
行
わ
れ
、
当
該
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
の
身
体
又
は
自
由
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
も
の

イ
　
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
行
為
　
同
号
イ
に
規
定
す
る
航
空
機

ロ
　
前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
行
為
　
同
号
ロ
に
規
定
す
る
船
舶

ハ
　
前
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
行
為
　
同
号
ハ
に
規
定
す
る
航
空
機
又
は
船
舶

ニ
　
前
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
行
為
　
同
号
ニ
に
規
定
す
る
航
空
機
又
は
船
舶

ホ
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
同
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
も
の
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六
　
前
項
第
二
号
イ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
民
間
航
空
機
に
関
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
前
号
（
同
号
イ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

七
　
前
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
民
間
船
舶
に
関
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
第
五
号
（
同
号
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

八
　
前
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
五
号
（
同
号
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
民
間
航
空
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
約
第
二
条
（
ｂ
）
の
規
定
に
よ
り
業
務
中
の
民
間
航
空
機
と
み
な
さ
れ
る
民
間
航
空
機
（
ロ
に
お
い
て
「
業
務
中
の
民
間
航
空
機
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
行
わ

れ
る
も
の

ロ
　
国
際
空
港
に
あ
る
民
間
航
空
機
（
業
務
中
の
民
間
航
空
機
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
当
該
国
際
空
港
に
お
け
る
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
航
行
中
の
民
間
船
舶
に
関
し
て
行
わ
れ
る
も
の

九
　
前
項
第
二
号
ニ
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
放
射
線
を
発
散
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
（
第
五
号
（
同
号
ニ
及
び
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
　
爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
、
放
火
し
、
又
は
そ
の
他
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
破
壊
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
重
大
な
損
傷
を
与
え
る
行
為
の
う
ち
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

定
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

イ
　
民
間
航
空
機
の
運
航
の
用
に
供
す
る
飛
行
場
の
設
備
又
は
航
空
保
安
施
設
　
民
間
航
空
機
の
安
全
な
航
行
を
損
な
う
お
そ
れ

ロ
　
民
間
船
舶
の
運
航
の
用
に
供
す
る
航
路
標
識
（
航
路
標
識
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
航
路
標
識
を
い
う
。
）
　
民
間
船
舶
の
安
全
な
航
行
を
損
な
う
お
そ
れ

ハ
　
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
　
当
該
固
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
安
全
を
損
な
う
お
そ
れ

（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
る
資
金
等
を
提
供
さ
せ
る
行
為
）

第
二
条
　
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
又
は
特
定
犯
罪
行
為
（
以
下
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
」
と
い
う
。
）
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
実
行
の
た
め
に
利
用
す
る
目
的
で
、
資
金
若
し
く
は
そ
の
実
行
に
資
す
る

そ
の
他
利
益
（
資
金
以
外
の
土
地
、
建
物
、
物
品
、
役
務
そ
の
他
の
利
益
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を
勧
誘
し
、
若
し
く
は
要
請
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
資
金
又
は
そ
の
他
利
益
を
提
供
さ
せ
た
と
き

は
、
十
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
千
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
　
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
よ
る
資
金
等
の
提
供
等
）

第
三
条
　
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
こ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
資
金
又
は
そ
の
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
を
提
供
し
た
者
は
、
十
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
千
二
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
当
該
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
に
係
る
前
項
の
罪
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
資
金
又
は
当
該
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
実
行
に
資

す
る
そ
の
他
利
益
を
提
供
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
当
該
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
に
係
る
同
項
の
罪
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
罪
の
実
行
の
た
め
に
利
用
す
る
目

的
で
、
そ
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

３
　
前
項
後
段
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
罪
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
実
行
の
た
め
に
利
用
す
る
目
的
で
、
資
金
若
し
く
は
そ
の
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
の
提
供
を
勧
誘
し
、
若
し
く
は
要
請
し
、
又
は
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
資
金
又
は
そ
の
他
利
益
を
提
供
さ
せ
た
と
き
は
、
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
七
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

４
　
前
三
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

第
四
条
　
前
条
第
一
項
の
罪
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
こ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
資
金
又
は
そ
の
実
行
に
資
す
る
そ
の
他
利
益
を
提
供
し
た
者
は
、
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
七
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

第
五
条
　
前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
実
行
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
資
金
又
は
そ
の
他
利
益
を
提
供
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

２
　
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
実
行
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
資
金
若
し
く
は
そ
の
他
利
益
の
提
供
を
勧
誘
し
、
若
し
く
は
要
請
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
資
金
又
は
そ
の
他
利
益
を
提
供
さ
せ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

３
　
前
二
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

（
自
首
）

第
六
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
罪
を
犯
し
た
者
が
当
該
罪
に
係
る
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
等
の
実
行
の
着
手
前
に
自
首
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。

（
国
外
犯
）

第
七
条
　
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
の
二
の
例
に
従
う
。

（
両
罰
規
定
）

第
八
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に

対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
規
定
（
刑
法
第
四
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
が

日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
第
七
条
の
規
定
（
刑
法
第
四
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
罪
に
限
り
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
一
日
法
律
第
一
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
九
日
法
律
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
改
正
規
定
、
第
三
条
か
ら
第
五
条

ま
で
の
規
定
及
び
第
六
条
中
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
五
条
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
十
二
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日

（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
刑
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
衆
等
脅
迫
目
的
の

犯
罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
後
段
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お

け
る
刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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